
 

議会運営委員会資料 

令和３年９月２９日 

 

第９回板橋区議会報告会について 

 

令和４年度に開催予定の第９回板橋区議会報告会について、下記のとおり開催回数

及び時期を決定し、実行委員会を設置します。 

 

記 
 

１ 令和４年度開催回数及び時期（案） 

（１）開催回数 １回 

（２）開催時期 令和４年５月 
 

２ 実行委員会の設置 

 （１）構成 

実行委員会の構成員の人数、会派の割振りについては、板橋区議会報告会実施要

領に基づき、議会運営委員会に準ずるものとします（自民党４名 公明党２名 共

産党２名 民主クラブ１名）。 

なお、実行委員会には委員長及び副委員長を各１名ずつ置くこととし、選出する

会派は、議会運営委員会に準ずるものとします。 

 

(２) 委員選出締切  

１０月１４日（木） 

 

３ 担当 

  区議会事務局 庶務係 村山・遠藤 

 

【参 考】 

板橋区議会報告会実施要領（一部抜粋） 

２ 運営体制 
報告会を開催する際は、議会運営委員会の決定により議会報告会実行委員会（以 

下「実行委員会」という。）を設置する。 
（１）実行委員会の構成員（以下「実行委員」という。）の人数、会派の割振りに 

ついては、議会運営委員会に準ずるものとする。 
（２）実行委員会には委員長及び副委員長を各１名ずつ置くこととし、選出する 

会派は、議会運営委員会に準ずるものとする。 
３ 開催回数等 
同一年度内に１回以上開催する。 

（１）開催回数及び時期については、議会運営委員会で決定する。 
（２）日程及び会場については、実行委員会で決定する。 
（３）改選年度の開催回数及び時期については、改選前年度の議会運営委員会に 

て決定する。 
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議会報告会実行委員会の委員選出について 

 

会派名          

 

【委員名】 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出期限：１０月１４日（木） 

庶務係までご提出ください。 

 

別紙 
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